
様式第108号

　　　　　年　　　月　　　日

石　垣　市　長　　様

申請者 住　所

氏　名 ㊞

適用床面積

㎡
適用前税相当額 円

適用後税相当額 円

必要となる
添付書類

□県知事発行のサービス付き高齢者向け住宅登録通知書（写し）
□国からの建設費助成補助金決定通知書（写し）
□入居者との賃貸借契約書（雛形）　□家屋平面図

【減額要件】
次のすべてを満たすこと。
①令和5年3月31日までに新築された貸家住宅であること。
②国からサービス付き高齢者向け住宅の建設費助成を受けていること。
③沖縄県にサービス付き高齢者向け住宅として登録されていること。
④上記登録を受けた住宅の戸数が10戸以上であること。
⑤入居者との契約が、借地借家法の適用を受ける賃貸借契約であること。
⑥サービス付き高齢者向け住宅の用に供する居住部分が、１棟の床面積（区分所有家屋にあっては専有部分の面積に按
分された共用部分の面積を加えた面積）の２分の１以上であること
⑦１戸あたりの居住部分床面積が30㎡～180㎡であること。
　※居住部分とは、居室及びエントランス、廊下、共用の浴室やトイレ、食堂など入居者が利用する部分（入居者が立
ち入らない事務室等の非居住部分を除く）をいう。

【減額内容】
１戸あたりの居住部分（120㎡を超える場合は120㎡）に相当する固定資産税額の３分の２を新築してから５年間減額
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　地方税法附則第１５条の８第２項の規定及び石垣市税条例附則第１０条の３第４項の規
定に基づき、下記のとおり申告します。
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サービス付き高齢者向け住宅に係る固定資産税の減額申告書


